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招集ご通知

証券コード　4714

（発信日）2026年５月７日
（電子提供措置の開始日）2026年４月30日

株 主 各 位
東京都豊島区目白三丁目１番 4 0号
株式会社リソー教育グループ
代 表 取 締 役 社 長 天 坊 真 彦

◎当社ウェブサイト
　https://www.riso-kyoikugroup.com/ir/stockholder/

◎株主総会資料　掲載ウェブサイト
　https://d.sokai.jp/4714/teiji/

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第41回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあ
げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、４頁から５頁に記載の「議決権行使につ
いてのご案内」をご確認のうえ、2026年５月21日（木曜日）午後６時までに議決権を行使ください
ますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2026年５月22日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号　ホテルメトロポリタン４階　桜
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告、連結計算書

　 類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

取締役７名選任の件
監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従っ
て、当該書面は、監査報告および会計監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人
が監査をした対象書類の一部であります。
①　新株予約権等の状況　　　　　②　会計監査人の状況
③　連結株主資本等変動計算書　　④　株主資本等変動計算書
⑤　連結計算書類の連結注記表　　⑥　計算書類の個別注記表

（２）ご返送いただいた議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示をされていない場合
は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

（３）議決権行使書面およびインターネットにより議決権が重複して行使された場合には、イン
ターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットで複数回
数、議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

記

以　上
……………………………………………………………………………………………………………………………………
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載しておりますインターネット上の各ウェブサ
イトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
◎本定時株主総会の決議結果については、前頁記載の当社ウェブサイトに掲載いたします。
＜株主の皆様へ＞
　ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
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配当金のお支払いについて

第41期 期末配当金のお支払いについて

　当社は2026年４月８日開催の取締役会で期末配当金のお支払いを決議いたしました。
　つきましては、2026年５月８日を支払開始日として、１株につき10円の期末配当金をお支払いい
たします。同封の配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内（2026
年５月８日から2026年６月９日まで）にお受取り願います。
　なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」ならびに「配当金振込先ご確認
のご案内」のとおり、手続きをいたしますのでご確認ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年５月22日（金曜日）
午前10時

2026年５月21日（木曜日）
午後６時到着分まで

2026年５月21日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9:00～21:00）
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当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況

事 業 報 告

（2025年３月 1 日から
2026年２月28日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果
（全般の概況）

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や賃上げの広がり、企業収益
の回復などを背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。 一方で、世界的な地政学リス
クの高まりや国際情勢の不安定化、米国の通商政策や各国の金融政策の動向が懸念されるほ
か、国内においても原材料価格の高止まり等を背景とした物価上昇の継続や為替の変動が企業
活動や個人消費に与える影響も注視されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続
いております。

学習塾業界におきましても、こうした経済状況や少子化に伴う対象人口の減少に加え、エネ
ルギー価格の高騰や講師確保に伴う採用・人件費コストの上昇が経営を圧迫しており、業界内
の二極化・淘汰がより鮮明となっております。また、2025年度より開始された新課程入試へ
の対応や、総合型選抜・学校推薦型選抜の拡大による入試形態のさらなる多様化に加え、生成
AI等のデジタル技術を活用した個別最適化教育（アダプティブ・ラーニング）へのニーズの高
まりなどといった経営環境の変化への迅速な対応が求められております。

こうした環境のもと、少子化を前提としたビジネスモデルである当社グループは、「すべて
は子どもたちの未来のために」という考え方から、高品質な「本物」の教育サービスを提供
し、徹底した差別化戦略によって日本を代表するオンリーワン企業を目指すことを経営の基本
方針としております。

当社は親会社であるヒューリック株式会社とコナミスポーツ株式会社、当社の3社で、ひと
つのビルにTOMASや伸芽会など子どもの教育に関するコンテンツのほか、こどもクリニック
や親子カフェが入居する、子育てと教育の新拠点として「こどもでぱーと」の開発を進めてお
ります。当連結会計年度においては、2025年4月に「こどもでぱーと中野」（東京都）と「こ
どもでぱーとたまプラーザ」（神奈川県）を同時開業いたしました。
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当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況

また、当社グループは経営環境の変化への柔軟な対応、持続的な成長を実現することを目的
として、2025年9月に持株会社体制へ移行いたしました。持株会社体制への移行に伴い、新た
に「広告・マーケティング部」および「不動産管理部」を設置し、これまでグループ各社で独
自に行っていた業務を一元化することで重複していた業務を見直し、費用の効率化を図るとと
もに、全体最適を目指しております。加えて「ＤＸ推進部」を新設し、グループ全体のデジタ
ル基盤の強化を通じて、顧客サービスの最大化と利便性の向上および業務の効率化に向けた取
り組みを本格的に進めております。

当連結会計年度の経営成績は、売上高については、期初において在籍生徒数が計画を下回
り、下期において挽回したものの期中で計画に届かず、期初計画の売上高を下回りました。

利益は持株会社体制への移行により広告宣伝の効率化が発揮されたものの、売上高が目標に
届かなかったことと、固定費の増加により、前期と比較して減少いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は34,240百万円（前期比2.5％増）、営業利益は
2,704百万円（前期比7.8％減）、経常利益は2,732百万円（前期比7.0％減）、親会社株主に
帰属する当期純利益は1,615百万円（前期比7.3％減）となりました。

（部門別概況）
　セグメント別の業績は次のとおりとなります。

(a)ＴＯＭＡＳ（トーマス）　[学習塾事業部門]
完全１対１の進学個別指導による高品質な教育サービスを提供し、売上高は17,855百万

円（前期比1.0％増）、内部売上を含むと17,899百万円（前期比0.9％増）となりました。
当連結会計年度におきましては、ＴＯＭＡＳ湘南台校（神奈川県）、ＴＯＭＡＳ仙川校

（東京都）、ＴＯＭＡＳ新川崎校（神奈川県）、ＴＯＭＡＳ鵜の木校（東京都）を新規開
校、ＴＯＭＡＳ国立校（東京都）、ＴＯＭＡＳ門前仲町校（東京都）、ＴＯＭＡＳ中野校
（東京都）、ＴＯＭＡＳ松戸校（千葉県）、ＴＯＭＡＳ大泉学園校（東京都）をリニュー
アルいたしました。

(b)名門会　[家庭教師派遣教育事業部門]
100％プロ社会人講師による教育指導サービスの提供に加え、全国区へ事業展開を図っ

ており、売上高は5,160百万円（前期比4.6％増）となりました。
当連結会計年度におきましては、ＭＥＤＩＣ名門会京都駅前校（京都府）を新規開校、

名門会星ヶ丘駅前校（愛知県）をリニューアルいたしました。
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当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況

(c) 伸芽会　[幼児教育事業部門]
名門幼稚園・名門小学校受験業界でトップクラスの合格実績を誇る既存事業「伸芽会」

に加え、受験対応型の長時間英才託児事業「伸芽’Ｓクラブ（しんが～ずくらぶ）」の２つ
のブランドの充実を図り、売上高は5,746百万円（前期比0.7％増）、内部売上を含むと
5,775百万円（前期比0.7％増）となりました。

当連結会計年度におきましては、伸芽会こどもでぱーとたまプラーザ教室（神奈川
県）、伸芽’Ｓクラブ託児こどもでぱーとたまプラーザ校（神奈川県）、伸芽’Ｓクラブ学童
こどもでぱーとたまプラーザ校（神奈川県）、伸芽’Ｓクラブ学童こどもでぱーと中野校
（東京都）、伸芽’Ｓクラブ託児吉祥寺校（東京都）を新規開校いたしました。

(d)スクールＴＯＭＡＳ　[学校内個別指導事業部門]
学校内個別指導塾「スクールＴＯＭＡＳ」の営業展開を推し進め、売上高は3,744百万

円（前期比8.9％増）、内部売上を含むと3,744百万円（前期比8.9％増）となりました。
(e) プラスワン教育　[人格情操合宿教育事業部門]

情操分野を育む多彩な体験学習サービスの提供を行い、売上高は1,712百万円（前期比
5.4％増）、内部売上を含むと1,725百万円（前期比5.3％増）となりました。

当連結会計年度におきましては、ＴＯＭＡＳ体操スクール目黒校（東京都）をリニュー
アルいたしました。

(f) その他の事業
売上高は20百万円（前期比17.2％増）、内部売上を含むと143百万円（前期比6.5％増）

となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度においては、学習塾事業、家庭教師派遣教育事業および幼児教育事業等にお
ける新規開校や既存校のリニューアルに伴う器具備品等およびソフトウェアに係る設備投資を
行い、設備投資総額は1,255百万円（うち敷金及び保証金127百万円)となりました。
　設備投資の内訳は、学習塾事業584百万円(うち敷金及び保証金55百万円)、家庭教師派遣教
育事162百万円(うち敷金及び保証金21百万円)、幼児教育事業311百万円(うち敷金及び保証金
4百万円)、学校内個別指導事業10百万円、人格情操合宿教育事業58百万円(うち敷金及び保証
金24百万円)となりました。
　なお、当連結会計年度において保養所の土地・建物を売却し、固定資産売却益82百万円を
計上しております。

－ 8 －
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当連結会計年度の事業の状況、設備投資の状況

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　当社は、2025年９月１日を効力発生日として、当社を吸収分割会社とする会社分割によ
り、当社が営む学習塾、英語スクール事業および生徒募集勧誘事業を当社の完全子会社である
株式会社ＴＯＭＡＳに承継させるとともに、同日付で商号を「株式会社リソー教育」から「株
式会社リソー教育グループ」に変更し、持株会社体制へ移行いたしました。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は、2025年３月５日付で株式会社ハグカムの株式の16.1％を取得いたしました。
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

区　分 (2022年３月 1 日から
2023年２月28日まで)

第38期

　
(2023年３月 1 日から
2024年２月29日まで)

第39期

　
(2024年３月 1 日から
2025年２月28日まで)

第40期

　
(2025年３月 1 日から
2026年２月28日まで)

第41期

　
売 上 高 31,488百万円 32,215百万円 33,394百万円 34,240百万円

経 常 利 益 2,462百万円 2,655百万円 2,938百万円 2,732百万円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,487百万円 1,661百万円 1,743百万円 1,615百万円

１株当たり当期純利益 9.64円 10.76円 10.48円 9.49円

総 資 産 18,125百万円 18,096百万円 22,109百万円 22,667百万円

純 資 産 9,225百万円 8,484百万円 12,034百万円 12,265百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 59.14円 54.26円 70.31円 71.58円

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 過年度決算に関しまして会計処理の誤謬が判明したため、第38期（2023年２月期）、第39期
（2024年２月期）につきましては、当該誤謬を訂正した後の金額を記載しております。

会 社 名 資 本 金 当 社 に 対 す る
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社 111,609百万円 51.0％ 不動産賃貸取引・役員の兼任

(3) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

（注）親会社であるヒューリック株式会社との取引に当たっては、他の取引先と同様の基本条件、公正な
市場価格に基づき交渉のうえ、内容を決定しており、少数株主の利害を害するものではないと判断し
ております。
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 事 業 内 容

株 式 会 社 Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ 10百万円 100.0％ 学習塾事業

株 式 会 社 名 門 会 10百万円 100.0％ 家庭教師派遣教育事業

株 式 会 社 伸 芽 会 10百万円 100.0％ 幼児教育事業

株 式 会 社 ス ク ー ル Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ 10百万円 100.0％ 学校内個別指導事業

株 式 会 社 プ ラ ス ワ ン 教 育 10百万円 100.0％ 人格情操合宿教育事業

株 式 会 社 駿 台 Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ 50百万円 51.0％ 難関校受験対策特化
個別指導事業

② 重要な子会社の状況

（注）当社は、2025年９月１日を効力発生日として、当社を吸収分割会社とする会社分割により、当社が
営む学習塾、英語スクール事業および生徒募集勧誘事業を当社の完全子会社である株式会社ＴＯＭＡ
Ｓに承継させるとともに、同日付で商号を「株式会社リソー教育」から「株式会社リソー教育グルー
プ」に変更し、持株会社体制へ移行いたしました。

(4) 対処すべき課題
　今後の見通しといたしましては、少子化の流れが継続する中で、大学入試改革をはじめとし
た様々な教育制度改革による入試方法の多様化、諸物価高騰に伴う人件費、固定費の上昇など
学習塾業界を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと考えられます。これに
加えて、経済的リスクが継続的に高まるなど先行き不透明な状況により、業績面での二極化に
よる企業再編・淘汰がさらに加速度的に進むと推測されます。
　そうした中、当社グループにおきましては、既存の各事業部門（ＴＯＭＡＳ・名門会・伸芽
会）は従来通りの差別化戦略を徹底するとともに、受験対応型託児・学童「伸芽’Ｓクラブ（し
んが～ずくらぶ）」、マンツーマン英会話スクール「インターＴＯＭＡＳ」、学校内個別指導
塾「スクールＴＯＭＡＳ」、人格情操合宿教育事業「プラスワン教育」のさらなる収益力強化
を図ってまいります。
　また、教育特化型ビル「こどもでぱーと」の開業や、株式会社伸芽会とコナミスポーツ株式
会社との業務連携をはじめとした、異業種を含めた他社との提携を推し進めることで、当社の
「囲い込み戦略」が推進されるだけでなく、教育分野における市場優位性と相互シナジーを発
揮し、「子どもたちの未来のために」よりよい教育サービスの提供が可能になります。
　なお、カーボンニュートラルへの取り組みについては、その推進を図り、環境負荷の低減の
ため2023年７月より、当社本社ビルで使用する電力を、ヒューリック株式会社の保有する太陽
光発電設備由来の「トラッキング付FIT非化石証書」（注）を活用したCO2排出量ゼロの実質再生
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直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

可能エネルギー100％の電力に切り替えを実施いたしました。
　当社は引き続き一層のガバナンスの強化と投資家との対話充実に努めるとともに、安心して
学習できる環境と「本物」の教育サービスを提供し、企業競争力、企業体質の強化を通じて持
続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

(注) 「トラッキング付FIT非化石証書」とは、石炭・石油などの化石燃料による電気ではな
く、FIT太陽光発電所（非化石電源）で発電された電気が有する「環境価値」を証書化したもの
をいいます。

事 業 区 分 事 業 内 容

学 習 塾 事 業

「ひと部屋に生徒一人に先生一人」の全室黒板（ホワイトボード）付の
完全個別指導を中心とした進学学習指導を主な事業としており、直営方
式で首都圏（１都３県）を中心に「ＴＯＭＡＳ」、医学部受験専門個別
指導「メディックＴＯＭＡＳ」、難関校受験対策特化個別指導「Ｓｐｅ
ｃ．ＴＯＭＡＳ」を運営しております。

英 会 話 ス ク ー ル 事 業 マンツーマン英会話スクール「インターＴＯＭＡＳ」を運営しておりま
す。

家 庭 教 師 派 遣 教 育 事 業

100％プロ社会人講師が個別指導する進学学習指導を主な事業としてお
り、直営方式で「名門会家庭教師センター」、ＴＯＭＡＳが展開してい
ない地域に全国進学個別指導塾「ＴＯＭＥＩＫＡＩ」、双方向型オンラ
イン授業「名門会Ｏｎｌｉｎｅ」、医学部受験専門個別指導「ＭＥＤＩ
Ｃ名門会」を運営しております。

幼 児 教 育 事 業
名門幼稚園・名門小学校への受験指導を行う「伸芽会」、受験対応型の
長時間英才託児事業および進学指導付き学童事業を行う「伸芽’Ｓクラ
ブ（しんが～ずくらぶ）」を運営しております。

学 校 内 個 別 指 導 事 業 学校内に個別指導ブースを設置して「ＴＯＭＡＳ」のノウハウを活かし
た学校内個別指導塾「スクールＴＯＭＡＳ」を運営しております。

人 格 情 操 合 宿 教 育 事 業
知識教育では埋めきれない人格情操教育指導を教育カリキュラムに組み
込んだ事業を「スクールツアーシップ」「ＴＯＭＡＳサッカースクー
ル」「ＴＯＭＡＳ体操スクール」として運営しております。

(5) 主要な事業内容（2026年２月28日現在）
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主要な営業所等

会社名 事業所数 都道府県別内訳

株 式 会 社 リ ソ ー 教 育 グ ル ー プ 3 東京都　 3 事業所

会社名 事業所数 都道府県別内訳

株 式 会 社 T O M A S
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） 121

東京都　 1 事業所
埼玉県　 8 校　　　千葉県　10校
東京都　77校　　　神奈川県　25校

株 式 会 社 名 門 会
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） 46

東京都　 1 事業所
大阪府　 1 事業所
北海道　 1 校　　　宮城県　 1 校
茨城県　 2 校　　　栃木県　 1 校
群馬県　 1 校　　　埼玉県　 1 校
千葉県　 1 校　　　東京都　 4 校
神奈川県　 3 校　　　石川県　 1 校
岐阜県　 1 校　　　愛知県　 4 校
三重県　 1 校　　　京都府　 2 校
大阪府　 5 校　　　兵庫県　 3 校
奈良県　 1 校　　　岡山県　 1 校
広島県　 1 校　　　福岡県　 3 校
佐賀県　 1 校　　　長崎県　 1 校
熊本県　 2 校　　　　鹿児島県　 2 校

株 式 会 社 伸 芽 会
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） 56

東京都　 1 事業所
埼玉県　 2 校　　　千葉県　 2 校
東京都　42校　　　神奈川県　 7 校
大阪府　 1 校　　　兵庫県　 1 校

株 式 会 社 プ ラ ス ワ ン 教 育
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） 17

東京都　 1 事業所
千葉県　 1 校　　　東京都　13校
神奈川県　 2 校

株 式 会 社 ス ク ー ル Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） ２ 東京都　 1 事業所

大阪府　 1 事業所
株 式 会 社 駿 台 Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） ２ 東京都　 1 事業所

東京都　 1 校
株 式 会 社 コ コ カ ラ Ｔ チ ャ ー ズ
（ 本 社 ： 東 京 都 豊 島 区 ） １ 東京都　 1 事業所

(6) 主要な営業所等（2026年２月28日現在）
① 当社

本社　東京都豊島区目白三丁目１番40号

② 子会社

－ 13 －



2026/04/21 10:36:01 / 25287264_株式会社リソー教育グループ_招集通知_電子提供措置用

使用人の状況、主要な借入先の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計
年 度 末 比 増 減

学 習 塾 事 業 371名 115名減

英 会 話 ス ク ー ル 事 業 21名 1名増

家 庭 教 師 派 遣 教 育 事 業 126名 6名増

幼 児 教 育 事 業 262名 増減なし

学 校 内 個 別 指 導 事 業 228名 10名増

人 格 情 操 合 宿 教 育 事 業 41名 増減なし

そ の 他 2名 増減なし

全 社 （ 共 通 ） 132名 －

合 計 1,183名 34名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

132名 373名減 41.6歳 10.4年

(7) 使用人の状況（2026年２月28日現在）
① 企業集団の使用人の状況

　　　　（注）１．使用人数には、契約社員165名、アルバイト講師8,372名、パートタイマー352名、
　　　　　　　　　合計8,889名は含んでおりません。
　　　　　　　２．学習塾事業において、使用人数が前連結会計年度末と比べて115名減少しております。
　　　　　　　　　その主な理由は2025年９月１日付で持株会社体制へ移行したことによるものであります。
　　　　　　　３．全社（共有）として記載している使用人数は、持株会社である当社に所属しているも
　　　　　　　　　のであります。

② 当社の使用人の状況

　　　　（注）１．使用人数には、契約社員14名、パートタイマー23名、合計37名は含んでおりません。
　　　　　　　２．使用人数が前事業年度末に比べ、373名減少しております。その主な理由は2025年
　　　　　　　　　９月１日付で持株会社体制へ移行し、学習塾事業に従事する使用人数を株式会社TO
　　　　　　　　　MASの所属としたためであります。

(8) 主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）
　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 426,600,000株
② 発行済株式の総数 171,806,159株
③ 株主数 36,438名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社 86,885,599株 51.01％

学 校 法 人 駿 河 台 学 園 10,333,700 6.06

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 6,410,700 3.76

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ
銀 行 （ 信 託 口 ） 1,419,000 0.83

リ ソ ー 教 育 グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 1,394,240 0.81

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 907,760 0.53

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ 871,082 0.51

由 岐 洋 輔 850,000 0.49

S T A T E 　 ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ
AND　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ 671,022 0.39

難 波 江 和 久 621,000 0.36

取締役（社外取締役を除く） 176,300株 ３名

２．会社の現況
(1) 株式の状況（2026年２月28日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は自己株式（1,504,539株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
２. 持株比率は自己株式（1,504,539株）を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「④　取締役および監査役の報酬等」に記載してお
ります。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 天 坊 真 彦 株式会社TOMAS　取締役会長

取 締 役 副 社 長 久 米 正 明

ＣＦО（最高財務責任者）　管理部門管掌
株式会社リソーウェルフェア　代表取締役社長
株式会社ココカラＴチャーズ　代表取締役社長
株式会社駿台ＴＯＭＡＳ　監査役
株式会社ＴＯＭＡＳ　監査役

専 務 取 締 役 上 田 真 也
株式会社スクールＴＯＭＡＳ　取締役会長
株式会社名門会　取締役会長
株式会社プラスワン教育　取締役会長

取 締 役
（ 非 業 務 執 行 ） 西 浦 三 郎 ヒューリック株式会社　代表取締役会長

取 締 役 佐 藤 敏 郎

公認会計士／税理士
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo　代表社員
株式会社クラステクノロジー　社外監査役
熊本学園大学会計専門職研究科実務家講師
株式会社熊本ホテルキャッスル　社外監査役
国立大学法人熊本大学　監事

取 締 役 小 西 　 徹 弁護士

取 締 役 小 野 田 　 麻 衣 子

株式会社ライトスタッフ　代表取締役
株式会社マイカンパニー　代表取締役
株式会社タスキホールディングス　社外取締役
情報経営イノベーション専門職大学　教授
洗足学園音楽大学　客員教授
株式会社八十二長野銀行　社外取締役
東京女子医科大学　客員教授

常 勤 監 査 役 能 戸 和 典

常 勤 監 査 役 表 　 美 行

監 査 役 進 　 有 希
（ 平 島 有 希 ）

弁護士
株式会社オフィスバスターズ　社外取締役

(2) 会社役員の状況
① 取締役および監査役の状況（2026年２月28日現在）

－ 16 －
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

監 査 役 渋 佐 寿 彦

公認会計士／税理士
虎ノ門有限責任監査法人　理事長　代表社員
株式会社虎ノ門会計　代表取締役
株式会社グリージョン　代表取締役社長
相馬ガス株式会社　代表取締役
株式会社ライスレジン　代表取締役CEO/CFO
日本公認会計士協会　常務理事
一般社団法人M&A支援機関協会　理事
一般社団法人ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ&ｱｼｭｱﾗﾝｽ機構　理事
一般社団法人生成AI活用普及協会　監事

（注）１. 取締役佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は社外取締役であります。
２. 取締役佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士の資格を有していることから、企業会計の専門的知見

を有するものであります。
取締役小西徹氏は、弁護士の資格を有していることから、専門的見地およびコンプライアンスに関す
る高い見識を有するものであります。
取締役小野田麻衣子氏は、企業経営者・研究者として、豊富な経験とダイバーシティなどに関する幅
広い知見を有するものであります。

３.  2025年５月23日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって、監査役阿部一博氏は辞任により退任
いたしました。

４. 監査役進有希（平島有希）氏および渋佐寿彦氏は社外監査役であります。
５. 監査役進有希（平島有希）氏は、弁護士の資格を有していることから、豊富な経験と企業法務、コン

プライアンスに関する幅広い見識を有するものであります。
監査役渋佐寿彦氏は、公認会計士および税理士の資格を有していることから、企業会計の専門的見地
を有するものであります。

６. 佐藤敏郎氏、小西徹氏、小野田麻衣子氏、進有希（平島有希）氏および渋佐寿彦氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役（業務執行取締役等を除く）および各社外監査役との間で、会社法第427

条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額で
あります。

－ 17 －
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③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役および監査役を被保険者とし

て、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結して
おり、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求
を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。保険料は
全額当社が負担しております。

ただし、違法な利益・便宜供与を得た場合、故意の法令違反や犯罪行為の場合、保険期間の
開始以前に損害賠償請求がなされるおそれがある状況を認識していた場合等、一定の免責事由
があります。

④ 取締役および監査役の報酬等
１. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役および監査役の報酬等の内
容の決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合してい
ることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役および監査役の報酬等の内容の決定方針の内容は次のとおりです。

ア. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分

に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
・当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促し、当社の企業理念

を追求できる体制・企業文化を醸成させるものであること
・より優秀かつ当社グループおよび顧客のために尽力できる人材を長期的に確保でき

る水準であること
・経営者としての強い責任感があり、株主目線に立って経営を舵取りできるインセン

ティブがあること

具体的には、社内取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬（株
式報酬型ストック・オプションおよび譲渡制限付株式報酬）により構成し、監督機能

－ 18 －
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を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしてお
ります。

イ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時
期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役および監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任
年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準
を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

ウ. 株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）の内容および額または数の算定方法の
決定に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬に関して、当社の業績や株価との連動性
を強め、取締役が株価上昇のメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様
と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること
を目的として、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。

上限として、当社の直近事業年度における連結経常利益の1.5%にあたる金額を超
えるストック・オプションの割り当ては行いません。また、当社の企業価値を反映し
た株価と役員報酬の連動性を高めるため、株式報酬型ストック・オプション（権利行
使価格が１円の新株予約権）制度としております。この株式報酬型ストック・オプシ
ョンは、当社取締役（社外取締役を除く）に対して年額総額１億円を上限として割り
当てております。

新株予約権を行使できる期間は、割当日の翌日から40年以内とし、その期間内に
おいて当社の取締役の地位を喪失した翌日から10日を経過する日までに限り一括し
て行使できるものとしております。

エ. 基本報酬（金銭報酬）の額または株式報酬（ストック・オプション）の額の取締役の
個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の報酬等の種類別の割合については、具体的な割合は定めないものとしま
す。

オ. 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長天坊真彦氏がそ

－ 19 －
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の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報
酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた株式報酬（ストック・オプショ
ン）の評価配分としております。

カ. 譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定に関する方針
当社の取締役（非業務執行取締役および社外取締役を除き、以下「対象取締役」と

いいます。）の報酬に関して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡
制限付株式の付与のための報酬を支給、又は、譲渡制限付株式を報酬等として付与し
ております。

譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行うも
のといたします。
①対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の

普通株式の発行又は処分を行う方法
②対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報

酬債権の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受
ける方法（以下「現物出資交付」といいます。）
対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間260,000株以

内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額100百万
円以内かつ当該期の連結経常利益の1.5％以内といたします。ただし、当社の発行済
株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式無償割当てを含みます。）によって増
減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。

なお、現物出資交付の場合の１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利
にならない範囲において取締役会にて決定します。

また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、指名報酬諮問委
員会の審議を経た上で、その意見を尊重して、取締役会において決定することといた
します。

－ 20 －
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区 分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

員 数
基 本 報 酬 業 績 連 動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

210百万円
（22百万円）

180百万円
（22百万円）

－
（－）

29百万円
（－）

７名
（３名）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

37百万円
（12百万円）

37百万円
（12百万円）

－
（－）

－
（－）

５名
（３名）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

247百万円
（34百万円）

217百万円
（34百万円）

－
（－）

29百万円
（－）

12名
（６名）

２. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「１．④カ．譲渡制限付株式の付与

のための報酬等の決定に関する方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は
「２．（1）⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載し
ております。

3. 監査役の報酬等の額には、2025年５月23日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した社
外監査役１名の在任中の報酬等の額が含まれております。

4. 取締役の報酬限度額は、2009年５月26日開催の第24回定時株主総会において年額300百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
員数は、５名（うち、社外取締役０名）であります。また別枠で、2018年５月25日開催の第33回定
時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいており
ます。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、８名であります。また、
2021年５月28日開催の第36回定時株主総会において取締役に対するストック・オプション内容一部
追加について決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数
は、５名であります。さらに別枠で、2025年５月23日開催の第40回定時株主総会において、譲渡制
限付株式報酬額として年額100百万円以内かつ当該期の連結経常利益の1.5％以内と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、４名であります。

5. 監査役の報酬限度額は、2020年５月28日開催の第35回定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、５名であります。

6. 当事業年度末日現在の取締役は７名（うち社外取締役は３名）、監査役は４名（うち社外監査役は２
名）であります。

－ 21 －
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⑤　社外役員に関する事項
１．取締役　佐藤敏郎

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
取締役佐藤敏郎氏は税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo代表社員、株式会社クラステクノロジー
社外監査役、熊本学園大学会計専門職研究科実務家講師、株式会社熊本ホテルキャッス
ル社外監査役および国立大学法人熊本大学監事であります。当社と各兼職先との間に特
別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要
当事業年度に開催した16回の取締役会全てに出席し、公認会計士・税理士としての専
門知識を活かし、経営に対する高い見識から発言を行っております。

２．取締役　小西徹
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。
イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職

務の概要
当事業年度に開催した16回の取締役会全てに出席し、弁護士としての豊富な経験と専
門知識を活かし、コンプライアンスの観点から発言を行っております。

３．取締役　小野田麻衣子
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役小野田麻衣子氏は、株式会社ライトスタッフ代表取締役、株式会社マイカンパニ
ー代表取締役、株式会社タスキホールディングス社外取締役、情報経営イノベーション
専門職大学教授、洗足学園音楽大学客員教授、株式会社八十二長野銀行社外取締役およ
び東京女子医科大学客員教授であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありま
せん。

イ. 当事業年度における主な活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職
務の概要
当事業年度に開催した16回の取締役会全てに出席し、企業経営者・研究者として、豊
富な経験と幅広い知見に基づき、ダイバーシティの観点から発言を行っております。
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４．監査役　進有希（平島有希）

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
監査役進有希（平島有希）氏は、株式会社オフィスバスターズ社外取締役であります。
当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催した16回の取締役会全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地
からの発言を行っております。また、当事業年度に開催した16回の監査役会全てに出
席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま
す。

５．監査役　渋佐寿彦
ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役渋佐寿彦氏は、虎ノ門有限責任監査法人理事長代表社員、株式会社虎ノ門会計代
表取締役、株式会社グリージョン代表取締役社長、相馬ガス株式会社代表取締役、株式
会社ライスレジン代表取締役CEO／CFO、日本公認会計士協会常務理事、一般社団法
人M&A支援機関協会理事、一般社団法人サステナビリティマネジメント＆アシュアラ
ンス機構理事、一般社団法人生成AI活用普及協会監事であります。当社と各兼職先との
間に特別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況
2025年5月23日就任以降に当事業年度に開催した12回の取締役会全てに出席し、主に
公認会計士および税理士としての専門的見地からの発言を行っております。また、
2025年5月23日就任以降に当事業年度に開催した13回の監査役会全てに出席し、監査
結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

－ 23 －



2026/04/21 10:36:01 / 25287264_株式会社リソー教育グループ_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制

(3) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制
１. グループ倫理憲章およびコンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンスに係わる
諸規程を当社および当社子会社（以下「当社グループ」という）の役職員が遵守し、当社
グループの役職員の職務執行が法令および定款に適合し、社会的責任を果たすべきことを
周知徹底する。

２. 当社グループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、コンプライア
ンス担当役職員を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。なお、
当社グループのコンプライアンスに関する問題を相談または通報する内部通報窓口を設置
し、コンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等について取締役会および監査
役会に報告する。

３. 各部署を横断的に統括するコンプライアンス部において、グループ会社全社の法令違反を
事前に洗い出し、未然にコンプライアンス違反を防ぐ体制を整える。定期的に法令改正等
の有無を管理企画局内の各部署と確認し、必要に応じてグループ会社全社と共有する。

４. 社長直轄の内部監査室において、内部監査規程等に基づき当社グループの全部署を対象に
業務活動を監視し、業務執行における法令遵守体制の向上に努める。

５. 財務報告の適正性と信頼性を確保するために、法令等に従い財務報告に係る内部統制を整
備し適切な運用に努める。

６. 社会秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断し、不当な
要求については毅然とした対応を行い、これを拒絶する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　文書管理規程等の諸規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体
（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、常時、これらの文
書等を閲覧できるものとする。

③ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループのコンプライアンス、情報セキュリティ、災害、役務提供等に係るリスクに
ついては、「リスク・コンプライアンス委員会」においてリスク管理を行うものとする。な
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お、当社グループに重大なリスクが顕在化した場合は、取締役会において速やかに対応責任
者となる取締役を定め、対応策を決定のうえ関係部門に実行を指示するものとする。

④ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　定時取締役会を毎月１回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定および取締役の職
務執行状況の監督を行う。また、取締役会において策定された当社グループの中期経営計画
を踏まえ、毎事業年度ごとの予算編成や事業計画を定め、さらにグループ会社の進捗状況を
検証する。

⑤ 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループにおいて、法令遵守体制、リスク管理体制を構築するためにグループ倫理憲
章を共有するとともに、子会社管理規程に従い、子会社の組織、業務等の重要事項について
は、当社の取締役会への報告、承認を得るものとする。

⑥ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社が定める子会社管理規程において、グループ会社の予算、収益、資金その他の重要な
情報について、当社への定期的な報告を義務付け、グループ会社において重要な事象が発生
した場合には、当社への報告を義務付ける。

⑦ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項な
らびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項、および監査役の使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項
　監査役が、その職務を補助すべき使用人が必要と判断する場合は、監査役の指揮命令に服
し、その職務を補助する専属の使用人を配置するものとし、当該使用人は、監査役から指示
された職務に関して、取締役および上長等の指揮、命令を受けない。
　また、当該使用人の人事異動は予め監査役の同意を得るものとする。

⑧ 当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者
から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
１. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、当社監査役から業
務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

２. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、法令等の違反行為
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等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、
直ちに当社監査役に対して報告を行う。

３. 内部監査室は定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監
査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。

４. 内部監査室は、当社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に常勤監査役に対し
て報告する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当社グループの役職員が監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよ
う努めるとともに、監査役と代表取締役との定期的な意見交換、監査役と会計監査人との定
期的な情報交換、監査役と内部監査室との連携を図るものとする。

⑩ 監査役への報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
　当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底す
る。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
１. 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたとき
は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

２. 監査役会が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を監査役のための顧問とするこ
とを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、その費用を負担する。

３. 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算
を設ける。
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(4) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般
　当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタ
リングし、改善を進めております。

② コンプライアンス
　法令遵守体制の点検・強化を当社のリスク・コンプライアンス委員会（当事業年度におい
ては12回開催）が中心となって行っており、「すべては子どもたちの未来のために」とい
う企業理念のもと社会的責任を果たすために、リスク・コンプライアンス委員会で当社およ
びグループ会社のコンプライアンスに関する課題の把握とその対応策の立案・実施をしてお
り、また、グループの役職員の行動指針として「リソーグループ倫理憲章」を定め、役職員
に対して定期的なコンプライアンス研修を実施しております。
　法令違反・不正行為等の早期発見およびそれらを未然に防止することで当社の社会的信頼
を維持することを目的として、当社内部監査室、社外取締役、社外監査役および弁護士事務
所ならびに第三者機関を窓口とした内部通報制度を当社に設置しており、相談内容が直ちに
当社の常勤監査役に報告される体制を整備しております。また、内部通報制度運用規程に通
報者が不利益を受けない旨を規定しております。

③ リスク管理
　当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然
に防止すること、および万一発生した場合の被害損失の最小化を図ることを目的とし、リス
ク管理規程を制定し、当社のリスクに関する総括組織としてリスク・コンプライアンス委員
会を設置し、具体的なリスクを一元的に収集・分類することにより重要リスクを特定してリ
スクへの対応を図り、危機管理に必要な体制を整備しております。

④ 子会社経営管理
　子会社の経営管理につきましては、当社の子会社管理規程に基づき、子会社の管理に関す
る方針および諸手続について定めるとともに子会社としての対外信用の保持、子会社各社の
自主責任経営への指導、助言等を通じて、企業グループとしての経営効率の向上を図ること
を実施しております。また、当社の内部監査部門は、子会社に対する監査を実施しており、
グループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。
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⑤ 取締役の職務執行
　「リソーグループ倫理憲章」や役員規程等の社内規程を制定し、取締役が法令および定款
に則って行動するように徹底しており、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通
じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しており
ます。なお、当事業年度においては、取締役会は16回開催されております。
　また、組織規程に業務分掌、職務権限を定め、これにより責任の明確化ならびに効率的な
業務遂行を図っております。

⑥ 監査役
　社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席および常勤監査役による経営政策会議およ
びその他の重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。ま
た、会計監査人、内部監査室および内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換
を実施することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的
な運用について助言を行っております。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして捉え、連結配当性向を指
標として、業績に応じた配当を行うことを基本方針においております。この方針に基づき、当事
業年度の期末配当金については、１株当たり10円とさせていただきました。
　引き続き株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、安定的な利益還元に配慮し
つつ、企業の持続的成長および企業価値の創造のための内部留保の充実度合い、利益の状況およ
び経営環境等を総合的に考慮したうえで、配当性向50％以上を目途として検討・実施すること
を基本方針としております。
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（2026年２月28日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

棚 卸 資 産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他　

12,799,102

8,081,131

3,104,221

190,128

624,921

807,340

△8,641

9,867,922

3,897,323

2,342,650

1,127,310

360,560

50,735

16,067

593,419

5,377,179

80,040

1,764,668

3,227,131

305,339　

流 動 負 債 6,173,135
未 払 金 1,296,963
未 払 法 人 税 等 856,950
契 約 負 債 2,551,686
賞 与 引 当 金 325,377
資 産 除 去 債 務 39,097
そ の 他 1,103,059

固 定 負 債 4,228,099
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,733,349
資 産 除 去 債 務 1,357,968
繰 延 税 金 負 債 132,827
そ の 他 3,954

負 債 合 計 10,401,235
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 12,060,504
資 本 金 4,590,415
資 本 剰 余 金 4,335,122
利 益 剰 余 金 3,445,604
自 己 株 式 △310,638

その他の包括利益累計額 130,166
退職給付に係る調整累計額 130,166

新 株 予 約 権 75,118
純 資 産 合 計 12,265,789

資 産 合 計 22,667,024 負 債 純 資 産 合 計 22,667,024

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（2025年３月 1 日から
2026年２月28日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 34,240,928
売 上 原 価 25,188,079
売 上 総 利 益 9,052,849
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,348,660
営 業 利 益 2,704,189
営 業 外 収 益 33,984

受 取 利 息 10,487
受 取 配 当 金 4,751
未 払 配 当 金 除 斥 益 4,992
助 成 金 収 入 1,839
預 託 金 返 還 益 3,636
そ の 他 8,276

営 業 外 費 用 5,226
支 払 手 数 料 4,503
そ の 他 723

経 常 利 益 2,732,947
特 別 利 益 126,601

固 定 資 産 売 却 益 82,401
投 資 有 価 証 券 売 却 益 43,100
そ の 他 1,100

特 別 損 失 248,040
固 定 資 産 除 却 損 8,399
減 損 損 失 224,937
移 転 費 用 等 14,703

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,611,508
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,090,899
法 人 税 等 調 整 額 △95,243

当 期 純 利 益 1,615,853
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,615,853

連 結 損 益 計 算 書

－ 30 －



2026/04/21 10:36:01 / 25287264_株式会社リソー教育グループ_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

(2026年２月28日現在)
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 還 付 法 人 税 等
未 収 消 費 税 等
関 係 会 社 未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有形固定資産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,678,745
2,189,436

3,924
115,374
200,000
208,724
485,642
417,368
58,274

5,554,269
1,027,466
235,327
393,926
360,560
21,585
16,067

441,889
426,372
15,516

4,084,913
1,547,050
1,492,610
236,035
613,555
273,871
△78,211　

流 動 負 債 520,320
未 払 金 139,245
未 払 費 用 7,079
未 払 法 人 税 等 2,500
未 払 消 費 税 等 100,222
預 り 金 190,153
賞 与 引 当 金 42,864
そ の 他 38,255

固 定 負 債 374,078
退 職 給 付 引 当 金 356,002
資 産 除 去 債 務 14,121
そ の 他 3,954

負 債 合 計 894,398
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 8,263,498
資 本 金 4,590,415
資 本 剰 余 金 2,106,548
資 本 準 備 金 1,147,603
そ の 他 資 本 剰 余 金 958,945

利 益 剰 余 金 1,877,172
利 益 準 備 金 53,923
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,823,249
繰 越 利 益 剰 余 金 1,823,249

自 己 株 式 △310,638
 新 株 予 約 権 75,118

純 資 産 合 計 8,338,616
資 産 合 計 9,233,015 負 債 純 資 産 合 計 9,233,015

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2025年３月 1 日から
2026年２月28日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,382,160
営 業 収 益 2,237,557

関 係 会 社 経 営 管 理 料 1,437,557
関 係 会 社 受 取 配 当 金 800,000

売 上 高 及 び 営 業 収 益 10,619,717
売 上 原 価 6,234,909
売 上 総 利 益 4,384,808
販売費及び一般管理費並びに営業費用 3,760,321

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,397,517
営 業 費 用 1,362,803

営 業 利 益 624,487
営 業 外 収 益 261,258

受 取 利 息 及 び 配 当 金 29,921
関 係 会 社 業 務 支 援 料 219,695
そ の 他 11,641

営 業 外 費 用 5,086
支 払 利 息 1
支 払 手 数 料 4,503
そ の 他 581

経 常 利 益 880,659
特 別 利 益 126,601

固 定 資 産 売 却 益 82,401
投 資 有 価 証 券 売 却 益 43,100
そ の 他 1,100

特 別 損 失 93,022
固 定 資 産 除 却 損 340
減 損 損 失 86,240
移 転 費 用 等 6,441

税 引 前 当 期 純 利 益 914,238
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 38,218
法 人 税 等 調 整 額 △5,559

当 期 純 利 益 881,579

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 久 保 照 代
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 森 　 允 浩

独立監査人の監査報告書
２０２６年４月２０日

株式会社リソー教育グループ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社リソー教育グループ（旧会社名　株式会社リソー教
育）の２０２５年３月１日から２０２６年２月２８日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社リソー教育グループ（旧会社名　株式会社リソー教育）及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 久 保 照 代
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 森 　 允 浩

独立監査人の監査報告書
２０２６年４月２０日

株式会社リソー教育グループ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社リソー教育グループ（旧会社名　株式会社リ
ソー教育）の２０２５年３月１日から２０２６年２月２８日までの第４１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

第　41　期　監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして、会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及
び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加
えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告並びにその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

常勤監査役 能 戸 和 典 ㊞
常勤監査役 表 　 美 行 ㊞
社外監査役 平 島 有 希 ㊞
社外監査役 渋 佐 寿 彦 ㊞

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事実は認め
られません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害
さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の
判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお、重要
　な後発事象に該当する事象は認められませんでした。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月20日
株式会社リソー教育グループ　監査役会

　
以 上

－ 38 －



2026/04/21 10:36:01 / 25287264_株式会社リソー教育グループ_招集通知_電子提供措置用

第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

再任

てん

天
 

　
ぼう

坊
 

　
まさ

真
 

　
ひこ

彦
(1964年11月２日生）

    1995年    3 月 当社　入社
    2004年    11月 当社　教務企画局　課長
    2005年    9 月 当社　経営企画本部秘書室課長
    2012年    9 月 当社　経営企画本部秘書室副部長
    2014年    3 月 当社　経営企画本部秘書室兼管理企画局　副部長
    2014年    5 月 当社　取締役管理企画局　局長
    2015年    5 月 当社　専務取締役
    2015年    10月 当社　代表取締役社長
    2019年    7 月 当社　代表取締役副会長
    2019年    9 月 株式会社駿台ＴＯＭＡＳ　代表取締役社長
    2022年    1 月 当社　代表取締役社長（現任）
    2025年    3 月 株式会社ＴＯＭＡＳ　取締役会長（現任）

131,450株

（重要な兼職の状況）
株式会社ＴＯＭＡＳ　取締役会長

【取締役候補者とした理由】
天坊真彦氏は、2015年より当社の代表取締役として強力なリーダーシップを発揮し、当社のブラ
ンド地位の確立と事業拡大を牽引してまいりました。
現在、グループの中核事業会社である株式会社ＴＯＭＡＳの取締役会長を兼務しておりますが、こ
れはグループ全体の経営資源の最適化および意思決定の迅速化を図るための戦略的配置でありま
す。同氏の教育事業に対する深い知見と経営管理能力は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価
値向上に不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役７名選任の件
　現任の取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取
締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 39 －
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

２

再任

く

久
 

　
め

米
 

　
まさ

正
 

　
あき

明
(1953年２月28日生)

    1975年    4 月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）　入行
    1986年    6 月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）　入社
    2000年    4 月 新光証券株式会社　事業法人第２部長

（新日本証券、和光証券合併）
    2003年    6 月 同社　執行役員法人資金部長
    2005年    4 月 同社　常務執行役員
    2006年    4 月 同社　専務執行役員
    2007年    6 月 同社　取締役専務執行役員
    2009年    5 月 みずほ証券株式会社

常務取締役兼常務執行役員
    2011年    1 月 当社　顧問
    2011年    6 月 当社　顧問辞任
    2011年    6 月 ドイツ証券株式会社　営業本部副会長
    2017年    3 月 当社　執行役員ＣＦＯ（最高財務責任者）
    2017年    4 月 株式会社リソーウェルフェア

代表取締役社長（現任）
    2017年    5 月 当社　取締役副社長ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任）
    2019年    5 月 当社　管理部門管掌取締役（現任）
    2019年    9 月 株式会社駿台TOMAS　監査役（現任）
    2022年    5 月 株式会社ココカラＴチャーズ

代表取締役社長（現任）
    2025年    3 月 株式会社TOMAS　監査役（現任）

65,700株

（重要な兼職の状況）
株式会社リソーウェルフェア　代表取締役社長
株式会社ココカラＴチャーズ　代表取締役社長
株式会社駿台ＴＯＭＡＳ　監査役
株式会社ＴＯＭＡＳ　監査役

【取締役候補者とした理由】
久米正明氏は、長年の金融機関における豊富な経験に加え、2017年の就任以来、ＣＦＯ（最高財
務責任者）として当社グループの経営を牽引してまいりました。また、複数の子会社役員を兼務す
ることで、グループ全体の財務・リスク管理およびコンプライアンス体制の深化に大きく貢献して
おります。同氏の高度な財務専門性と経営判断力は、当社グループの健全な成長を支えるために不
可欠であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 40 －
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

再任

うえ

上
 

　
だ

田
 

　
まさ

真
 

　
や

也
(1956年12月17日生)

    1996年    1 月 当社　入社
    2009年    1 月 株式会社リソー教育企画（現当社）部長
    2009年    9 月 同社　副局長
    2011年    3 月 同社　局長
    2013年    5 月 同社　取締役局長
    2013年    10月 同社　代表取締役社長
    2015年    5 月 当社　取締役
    2016年    5 月 当社　代表取締役常務
    2016年    5 月 株式会社スクールＴＯＭＡＳ

代表取締役社長
    2020年    1 月 当社　代表取締役専務
    2022年    5 月 株式会社プラスワン教育　取締役副会長
    2023年    5 月 株式会社名門会　取締役副会長
    2025年    5 月 当社　専務取締役（現任）

株式会社名門会　取締役会長（現任）
株式会社スクールＴＯＭＡＳ
取締役会長（現任）
株式会社プラスワン教育　取締役会長（現任）

    2026年    3 月 株式会社伸芽会　取締役会長（現任）

114,680株

（重要な兼職の状況）
株式会社名門会　取締役会長
株式会社スクールＴＯＭＡＳ　取締役会長
株式会社プラスワン教育　取締役会長
株式会社伸芽会　取締役会長

【取締役候補者とした理由】
上田真也氏は、長年にわたりＴＯＭＡＳの教室運営および生徒募集事業に従事し、当社の成長の原
動力を担ってまいりました。また、株式会社スクールＴＯＭＡＳの代表として学校内個別指導事業
を指揮し、同社の成長を牽引するなど、高い事業構想力を有しております。現在、複数のグループ
子会社の取締役会長を兼務しておりますが、これは各事業間のシナジーを最大化させ、グループ全
体の営業戦略を一気通貫で監督・指導するためのものであります。豊富な現場経験と経営実績を背
景とした同氏の知見は、当社グループの多角的な事業展開において極めて重要であると判断し、引
き続き取締役候補者といたしました。
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

４

再任

にし

西
 

　
うら

浦
 

　
さぶ

三
 

　
ろう

郎
(1948年６月10日生)

    1993年    5 月 株式会社富士銀行　目黒支店長
    1995年    5 月 同行　数寄屋橋支店長
    1998年    6 月 同行　取締役法人開発部長
    1999年    5 月 同行　取締役営業第一部長
    2000年    8 月 同行　常務執行役員

法人グループ長兼法人開発部長
    2002年    4 月 株式会社みずほ銀行　常務執行役員
    2004年    4 月 同行　取締役副頭取
    2006年    3 月 ヒューリック株式会社　入社

代表取締役社長
    2016年    3 月 同社　代表取締役会長（現任）
    2022年    5 月 当社　取締役（非業務執行）（現任）

0株

（重要な兼職の状況）
ヒューリック株式会社　代表取締役会長

【取締役候補者とした理由】
西浦三郎氏は、大手金融機関の要職および上場企業の経営者としての豊富な経験を有しており、企
業経営における卓越した実績と高い見識を有しております。社外の視点を持ちつつ、非業務執行取
締役として独立した立場から経営に対する実効性の高い監督と助言を行っていただいており、当社
グループの持続的な企業価値向上に資すると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

５

再任 社外

独立

さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
とし

敏
 

　
お

郎
(1967年10月10日生)

    1998年    4 月 公認会計士登録
    2005年    1 月 株式会社オーナー企業総合研究所（現山田コ

ンサルティンググループ株式会社）
代表取締役研究所長

    2005年    3 月 税理士登録
    2007年    6 月 ＴＦＰコンサルティンググループ株式会社

（現山田コンサルティンググループ株式会
社）取締役

    2009年    3 月 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo　代表社員（現任）
    2014年    5 月 当社　社外取締役（現任）
    2016年    6 月 日本公認会計士協会神奈川県会　副会長
    2019年    7 月 日本公認会計士協会　常務理事
    2022年    6 月 株式会社クラステクノロジー　社外取締役

（監査等委員）
    2024年    4 月 熊本学園大学会計専門職研究科実務家講師（現任）
    2024年    6 月 株式会社熊本ホテルキャッスル　社外監査役（現任）

株式会社クラステクノロジー　社外監査役（現任）
    2024年    9 月 国立大学法人熊本大学　監事（現任）

0株

（重要な兼職の状況）
税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔwo　代表社員
株式会社クラステクノロジー　社外監査役
熊本学園大学会計専門職研究科実務家講師
株式会社熊本ホテルキャッスル　社外監査役
国立大学法人熊本大学　監事

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士としての専門知識を有しており、主に経営に対する高い見
識を有しております。客観的かつ専門的な視点から経営監視・監督を行っていただくとともに、会
計の専門家としての適切な助言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしまし
た。
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

６

再任 社外

独立

こ

小
 

　
にし

西
 

　
 

　
 

　
とおる

徹
(1978年12月２日生)

    2008年    9 月 弁護士登録（東京弁護士会）
    2008年    9 月 霞総合法律事務所　入所
    2015年    2 月 目黒・白金法律事務所　開設
    2016年    5 月 当社　社外取締役（現任） 0株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
小西徹氏は、弁護士として法務全般に関する専門的な知識と豊富な実務経験を有しており、主にコ
ンプライアンスおよびリスク管理の観点から、中立的な立場で有益な提言・監督を行っていただい
ております。直接的な企業経営の経験はありませんが、法務のスペシャリストとしての高い見識は
当社の透明性維持に不可欠であると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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第１号議案　取締役７名選任の件

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

７

再任 社外

独立

お

小
の

野
だ

田
 

　
ま

麻
い

衣
こ

子

(芸名：いとう
まい子)

(1964年８月18日生)

    1983年    2 月 芸能活動開始
    2016年    4 月 早稲田大学大学院　博士後期課程入学
    2017年    6 月 株式会社ライトスタッフ　代表取締役（現任）
    2019年    1 月 株式会社エクサウィザーズ　フェロー就任
    2021年    10月 株式会社マイカンパニー　代表取締役（現任）
    2021年    12月 株式会社タスキ　社外取締役
    2022年    5 月 当社　社外取締役（現任）
    2024年    4 月 株式会社タスキホールディングス　社外取締役

（現任）
    2025年    4 月 情報経営イノベーション専門職大学　教授

（現任）
洗足学園音楽大学　客員教授（現任）

    2025年    6 月 株式会社八十二長野銀行　社外取締役（現任）
    2025年    12月 東京女子医科大学　客員教授（現任）

5,900株

（重要な兼職の状況）
株式会社ライトスタッフ　代表取締役
株式会社マイカンパニー　代表取締役
株式会社タスキホールディングス　社外取締役
情報経営イノベーション専門職大学　教授
洗足学園音楽大学　客員教授
株式会社八十二長野銀行　社外取締役
東京女子医科大学　客員教授

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
小野田麻衣子氏は、表現者としての感性に加え、経営者としての実務経験、さらには大学教授とし
ての専門的知見など、極めて多面的なキャリアを有しております。複数の兼職を有しております
が、そこで得られる最新のアカデミアの知見やダイバーシティに関する深い洞察は、教育を基幹事
業とする当社の取締役会において、既存の枠組みにとらわれない貴重な提言に繋がっております。
同氏の専門性と多角的な視点は、当社のガバナンス強化およびブランド価値向上に大きく寄与いた
だけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１. 西浦三郎氏は、非業務執行取締役候補者であります。同氏は、当社の親会社でありますヒューリック
株式会社の業務執行者であり、過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の
同社における現在および過去10年間の地位および担当は、上記「略歴、当社における地位および担当
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第１号議案　取締役７名選任の件

（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。
２. その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、社外取締役候補者であります。佐藤敏郎氏が当社社

外取締役に就任してからの年数は12年、小西徹氏が当社社外取締役に就任してからの年数は10年、
小野田麻衣子氏が当社社外取締役に就任してからの年数は４年であります。

４. 当社は、西浦三郎氏、佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏との間で、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、各氏の
再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。各候補者の選任が承認された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められること
となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６. 佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満
たしており、各氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

再任
の

能　　
と

戸　　
かず

和　　
のり

典
(1957年10月13日生)

    1987年    10月 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
    2000年    4 月 株式会社産業創発研究所　代表取締役
    2014年    9 月 株式会社名門会　入社　取締役部長
    2016年    5 月 当社　取締役兼コンプライアンス担当
    2020年    5 月 当社　上席執行役員兼コンプライアンス担当
    2022年    5 月 当社　常勤監査役（現任）

17,470株

【監査役候補者とした理由】
能戸和典氏は、金融業界での経験に加え、当社においてコンプライアンス担当の執行役員を歴任するなど、
当社の業務内容および内部統制に精通しております。これまでの実績に基づき、独立した立場から厳正な監
査を実施し、経営の健全性維持と監査体制のさらなる拡充を期待できることから、引き続き監査役候補者と
いたしました。

第２号議案　監査役１名選任の件
　監査役 能戸和典氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、監査役１
名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保

険）契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。能戸和典氏の選任が承認された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会場　東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン　４階　桜
電話 (03) 3980-1111（代表）

交通　ＪＲ池袋駅西口から徒歩３分
ＪＲ池袋駅メトロポリタン口から徒歩２分
東京メトロ副都心線池袋駅２ａ出口から徒歩５分
護国寺・北池袋・東池袋ＩＣより７分（車）

西武百貨店

西武池袋線

ルミネ池袋　
（メトロポリタンプラザ）

ＪＲ

池袋警察署 東京芸術劇場
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